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消費税の増税に伴う

コミュニティバス運賃の改定について
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１ コミュニティバス運賃の改定理由

平成 25 年 10 月 1日の閣議決定により、消費税率は、平成 26年 4 月 1 日から、現行の 5％か

ら 8％へと引き上げることとされている。

これに伴い、国土交通省においては、平成 25 年 10 月 29 日付け国自旅第 268 号の 2公益社

団法人日本バス協会会長宛て国土交通省自動車局旅客課長通達「平成 26 年 4 月からの消費税

率引き上げに伴う乗合バス運賃・料金改定の取扱いについて」により、「乗合バスの運賃・料

金においてもこれを円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平に負担することが基本」として示し

ている。

本市コミュニティバスにおいては、民間バス路線との重複区間を有するため、従前から、そ

の運賃の設定に当たっては、これら重複路線の運賃に準じることとしている。

今般、上の通達に基づき、本市コミュニティバスと路線が重複する民間バス路線の運賃の改

定が為されることから、市コミュニティバスについても、これに併せて運賃改定を行おうとす

るものである。

２ ルート別の運賃改定方針

（１）北ルート及び南ルート

民間バス路線との重複区間を比較的多く有することから、現行の運賃は当該民間バス路線に

に準じた運賃設定としている。

このため、今回の改正に当たっても当該民間バス路線の改定方針に合致させる。

（２）清澄ルート

民間バス路線との重複区間が極めて一部に限られることから、現行の運賃は地帯制（200 円

or400 円）を採用している。

同じく簡易的な運賃制度を採用している近隣市町の各方針に鑑み、今回改正における実施運

賃の改定は見送り、消費税が 10％となる際にあらためて改定の必要性を検討することとしたい。

（近隣市町における簡易運賃の設定状況）

（平成 25 年 12 月 19 日聞取時点）

市町 バス等の名称 現行運賃 改定の方針

君津市 コミュニティバス

小糸川循環線

人見・大和田・神門線

中島・豊英線

200 円

いずれの自治体に

おいても平成 26 年 4

月 1 日時点ににおけ

る料金への転嫁は行

わず、10％時にあらた

めて検討の予定との

こと。

デマンドタクシー きみぴょん号 500 円

南房総市 市営路線バス

富山線

富浦線

スクール混乗バス

丸山線

北三原線

200 円

鋸南町 町営循環バス 200 円～300 円

勝浦市 市民バス 200 円

館山市 （該当なし）
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３ 改定後運賃（案）

（１）北ルート
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（２）南ルート
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（３）清澄ルート


